
郡山市森林公園の基本計画策定及び PPP 導入可能性調査業務委託に係る 

質問・回答一覧 

 

No 質 問 回 答 

1 

参加意思表明書および企画提案書（表紙）

の代表者職氏名について 

貴市の令和５・６年度指名競争入札参加

有資格業者名簿に登録済ですが、提出済

の委任状の代理人の職氏名でよろしいで

しょうか。 

令和５・６年度指名競争入札参加有資格

業者名簿の登録手続きと本プロポーザ

ルの応募手続きについては、別の内容に

なることから、代表者の職氏名を記載願

います。 

2 

業務実績表（様式４）にかかる契約書およ

び仕様書の添付について 

１業務分添付は、導入可能性調査業務、

PFI アドバイザリー業務、公募設置管理

制度（Park-PFI）に関連する業務のうち、

いずれかの１業務との認識でよろしいで

しょうか。 

お見込のとおりです。 

3 

業務実施体制（様式５）について 

公告第２第１項２号の要件は建築士法

（昭和25 年法律第202 号）による一級建

築士ですが、本業務の実施にあたり他の

有効な資格は評価対象とならないのでし

ょうか。 

実施要領のP7「別表 評価基準」の「業務

実施体制」のとおりです。 

4 

業務実施体制（様式５）について 

本様式に記載する「業務管理責任者」と、

仕様書別添３「郡山市森林公園の施設健

全度（劣化状況）調査特記仕様書」P.4 に

記載の「業務責任者」は同義でしょうか。 

あるいは、前者の「業務管理責任者」は本

業務の管理統括者、後者の「業務責任者」

は施設健全度調査の担当責任者、として

各々配置してよろしいでしょうか。 

「業務管理責任者」は本業務の管理統括

者、「業務責任者」は施設健全度調査の

担当責任者という位置付けとし、各々配

置又は兼任どちらも可能とします。 



5 

業務スケジュール（任意様式）について 

（８）施設健全度（劣化状況）調査の成果

品の提出時期は提案となっておりますの

で、年度毎の上限金額にしばられないと

の認識でよろしいでしょうか。 

委託料の支払については、予算の範囲内

で会計年度毎に行うこととなっている

ことから、年度毎の上限金額を超えるこ

とは出来ません。 

6 

見積書（任意様式）について 

見積書の鑑や代表者による自書又は記名

押印は不要との認識でよろしいでしょう

か。 

また、上記４と同様に年度毎の上限金額

にしばられないとの認識でよろしいでし

ょうか。 

自書又は記名押印は不要です。 

なお、委託料の支払については、予算の

範囲内で会計年度毎に行うこととなっ

ていることから、年度毎の上限金額を超

えることは出来ません。 

7 

業務仕様書について 

（10）民間事業者の参入意向調査にて、二

種類のサウンディングとして、アイデア

公募（公募型サウンディング）と非公募の

サウンディングが示されています。令和

７年度業務におけるアイデア公募は、令

和６年度業務のプレサウンディングで実

施する「コンセプト」及び「目指す姿」の

案や整備方針の案等に対するアイデアを

再度募集する目的ではなく、それらの内

容を前提条件とした事業スキーム等のア

イデアを募集する目的という理解でよい

でしょうか。 

また、アイデア公募（公募型サウンディン

グ）と非公募のサウンディングの関連性

や実施方法等の詳細は、事業者提案を基

に、発注者との協議の上、決定されるもの

という認識で良いでしょうか。 

お見込のとおりです。 

8 

施設健全度（劣化状況）調査特記仕様書に 

ついて 

５ 打合せ及び中間報告（2）中間報告にお

いて、当調査着手日から２か月以内に中

間報告をするとありますが、当調査着手

日は、（1）打合せ時期 1）予備調査、目視

等による調査、構造躯体の劣化状況調査

を実施する前の打合せ時という認識で良

いでしょうか。 

お見込のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

提供可能資料一覧について 

建築確認申請（計画通知申請）副本及び構

造計算書等図書の提供は可能でしょう

か。 

提供は不可となります。 

10 

提供可能資料一覧について 

Ｈ6 林業構造改善事業労働環境施設整備

事業（林業者等健康増進建物）の工事発注

時の設計書の貸与は可能でしょうか。 

貸与は不可となります。 

11 

（実施要領 ５パージ）  

第５ 契約候補者の選定 １ 審査方法 

郡山市森林公園の基本計画策定及びPPP

導入可能性調査業務委託企画提案審査委

員会委員の構成を教えていただけます

か？（庁内職員、外部の有識者、関係者等） 

庁内職員９名（委員長及び副委員長各１

名、委員７名）により構成されます。 

12 

（実施要領 ５ページ） 

 第５ 契約候補者の選定  

２プレゼンテーション及びヒアリング 

「プレゼンテーション時は、事前に提出

した事業計画書以外の資料は認めない。」

としながら、一方で、「対面で行う場合、

プレゼンテーション時にパソコン、プロ

ジェクター等を使用する場合には、・・・・

事務担当に、事前に連絡し、相談するこ

と。」と記載されています。 

プレゼンテーションは、事業計画書に基

づいて、別にパワーポイントを用いて作

成するデータで行うことを希望します。 

プレゼンテーション時に使用したい資

料がある場合は、企画提案書と併せて提

出をお願いします。 

13 

健全度（劣化状況）調査については、受注

企業の一級建築士の管理のもと、調査を

再委託することは可能か。 

あらかじめ書面により市の承認を得た

ときに限り、調査業務の全部又は一部の

第三者への再委託を可能とします。 



14 

本業務において、建築物の建築確認申請

が生じる場合があるか。 

本業務については、建築物の建築確認申

請が生じることは想定しておりません。 

15 

参加意思表明書の提出書類について、納

税証明書の写し（直前１年分）とあるが、

未納がない証明書の写し（その３の３）で

も可能か。 

可能です。 

16 

公告の第２参加資格要件の１単独企業に

関する要件(1)において、「その他本業務

に類似する業務を完了した実績があるこ

と。」と記載がありますが、類似する業務

の条件についてご教示ください。 

公園の基本計画を策定又は公園のPPP導

入可能性調査を行った業務とします。 

17 

仕様書の６業務内容(1)前提条件の整理

のウ、エ、オについては、既存の調査済み

の結果をいただき整理を行うもので、新

たな調査は行わないという理解で良いで

しょうか。 

受注者において新たな調査を行い、調査

結果に基づいてニーズを整理していた

だきます。 

18 

資料名「プロポーザル実施要領」２ページ

目「第２ 参加資格要件 2 共同企業体の

要件」のうち、一級建築士の配置につい

て、共同企業体のいずれかの企業より建

築士を配置すれば良いのでしょうか。あ

るいはすべての企業から配置する必要が

あるのでしょうか。 

また、構成企業の一級建築士事務所の登

録は必要でしょうか。 

共同企業体のいずれかの企業より建築

士を配置すれば問題ありません。 

また、共同企業体のいずれかの企業にお

いて、一級建築士の登録があることとし

ます。 

19 

資料名「プロポーザル実施要領」２ページ

目「第４ 参加手続等 3 参加表明書の提

出」のうち、提出書類カ「共同企業体の結

成に係る協定書の写し」について、詳細な

業務分担の記載まで締結時に求められる

のでしょうか。 

詳細な業務分担の記載を求めることは

ありません。 

 


